
資料３ 道路の位置の指定、変更・廃止の承認に係る手続きフロー及び標準処理期間※1
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標準処理期間とは、申請に対する処分について、その申請が市に到達してから処分するまでに通常要すべき標準的な期間です。
申請の処理に要する期間はあくまでも目安であり、標準処理期間内に必ず処分が行われることを意味するものではありません。
また、申請の補正等に要する期間は含まれません。

変更・廃止については、原則、事前協議の前に【事前相談書】の提出が必要です。
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道路の位置の指定
変更・廃止の承認

申請書提出

受 付

工 事 完 了 検 査 約21日

関係各課の検査済を確認 検 査 調 書 提 出

道路の位置の指定
変更・廃止の承認

申請書受取

道路の位置の指定
変更・廃止の承認

工
事

工 事 着 手 ・ 完 了

告 示

建 築 確 認 申 請

関
連
課
検
査

関係各課検査申込 受 付

関 係 各 課 検 査

約1ヶ月

事 前 協 議 書 受 取 関係各課意見集約 意 見 提 出

指 導 内 容 の 確 認 関係各課にて指導内容について協議

協議書類の作成
（回答書・図面・協議経過書等）

協議書類の提出
（回答書・図面・協議経過書等）

関係各課にて受理

工事着工可能連絡 関係各課協議完了を確認

( 申 請 者 ) ( 審 査 指 導 課 ) ( 関 係 各 課 )
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事 前 協 議 書 提 出 受 付 意 見 照 会
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